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「令和８年度 持続可能な観光地域づくり推進業務」の委託について、公募型プロポーザル方式

により業務の受託者を選定するので、次のとおり公告する。 

 

 令和８年６月２２日 

                                                    

奈良県知事 山下 真 

 

１ 業務の概要 

 ⑴ 業務名 

令和８年度 持続可能な観光地域づくり推進業務 

 

 ⑵ 業務の目的 

 本業務は、持続可能な観光地形成のモデル地域である飛鳥・藤原地域において、脱炭素化、

公共交通利用促進及び地域資源保全に資する取組、持続可能な観光に向けた意識の醸成並び

に持続可能な観光周遊モデルの推進を一体的に実施することにより、観光による経済的効果

の創出と地域環境及び地域資源の保全との両立を図り、奈良県における持続可能な観光地域

づくりを推進することを目的とする。 

 

 ⑶ 業務の内容 

① 全体進捗管理業務 

② 持続可能な観光地に向けた実証実験・支援業務 

③ 持続可能な観光に向けた意識の醸成 

④ 持続可能な観光周遊モデル推進業務 

 

 ⑷ 委託料上限額 

   6,440,000円（消費税及び地方消費税に相当する額（10％）を含む。） 

 

 ⑸ 業務の仕様等 

   ４の⑵により配布する「令和８年度 持続可能な観光地域づくり推進業務」委託仕様書

（以下「仕様書」という。）に示すところによる。 

 

⑹ 履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月２４日（水）まで 

 

２ 応募資格 

⑴  応募資格要件 

この公募型プロポーザルに参加できる者は、単独企業もしくは本業務の受託のために結成

された共同企業体とする。単独企業で参加する場合は、下記の①から⑫の要件の全てを満た

している者であること、共同企業体で参加する場合は、構成する全ての者が、下記の①から

⑪の要件を満たし、共同企業体のうちいずれかの構成企業が下記⑫の要件を満たしているこ

とを参加資格要件とする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者である

こと。 

② 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

③ 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止措置を受け

ていない者であること。 

④ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または破産法
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（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でな

いこと。 

⑤ 銀行の取引停止、または差押えを受けていない者であること。 

⑥ 役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から２年を経過

しない者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団

体）でないこと。 

⑦ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店または営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及

び支配人並びに支店または営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

⑧ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が

経営に実質的に関与していないこと。 

⑨ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していないこと。 

⑩ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど

直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していないこと。 

⑪ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

⑫ 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規定（平成７年１２月奈良県告示第４

２５号）による競争入札参加資格者で営業種目「Q4検査・分析・調査業務」に登録をし

ているものであること（ただし、企画提案書提出時点において登録申請中であれば可と

する）。 

⑵ 共同企業体の参加について 

複数の事業者による共同提案を行う場合には、次の事項に留意すること。 

①必ず共同企業体の代表者を決め、全構成企業についても代表者名等を記載し、それぞれの

代表者印を押印すること。その際、代表者の印は契約時に使用するものと同一とすること。 

②１事業者が複数の共同企業体に所属することはできない。また、共同企業体に所属しなが

ら自らが単独で提案を行うことは認められない。 

 

３ 失格事項 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴ 「２ 応募資格」に定めた資格が備わっていないとき。 

⑵  複数の提案書等を提出したとき。 

⑶  提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補 

正に応じないとき。 

⑷  提出書類に虚偽または不正があったとき。 

⑸ 提案書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

⑹ そのほか不正な行為があったとき。 

 

４ 手続等 

 ⑴ 担当課 

〒６３０-８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

奈良県観光局地域観光課 

ＴＥＬ：０７４２－２７－８５５３ 

E-mail：kanko@office.pref.nara.lg.jp 

⑵ 募集要項及び仕様書の配布 

「令和８年度 持続可能な観光地域づくり推進業務」受託事業者募集要項（以下、「募集要

項」という。）及び仕様書は、令和８年６月２２日（月）から令和８年７月１５日（水）正



 

3 

 

午までの間に、⑴の担当部局またはインターネット上の奈良県観光局地域観光課ホームペー

ジにて配布する。 

ただし、⑴の担当課での配布については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く９時から１７時まで（正午から１３時までの

間は除く。）とする。 

⑶ 参加申込書、企画提案書等の提出 

４の⑵により配布する募集要項に示すところによる。 

⑷ 質問の受付 

４の⑵により配布する募集要項に示すところによる。 

 

５ 受託事業者の選定   

４の⑵により配布する募集要項に示すところによる。 

 

６ その他 

⑴ 本件業務の提案への参加に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑶ 本件業務の詳細は、４の⑵により配布する募集要項及び仕様書に示すところによる。 


